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飯田市松尾地区における伝統的井水と大規模農業用水路の役割

中尾浩子・孫 q[知事・綿谷美紀・山下亜紀郎

I はじめに

1 -1 研究背景

農業水利施設とは，農業用水の安定的な供給に

よる農業の維持を目的としながら，地域の生活文

化とも深くかかわりを持つ施設である 特に土地

改良法が制定された1949(昭和24)年以降には，

全国各地で、土地改良区が発足し農業用ダムやJ:I夏，

幹線水路，濯;1主用ポンプ施設なとと大規模なものが

全国で建設されるようになった.施設の建設には

多額の費用がかかるため，受益地域が3，000ha以

上は屈の直結事業， 200ha以上は都道府県営事業

として申請され施工されてきた

これまでの農業水利施設に関する研究では，土

木分野から論じられたものが多いが，近年の傾向

としては，昭和初期から中期に建設された施設の

老朽化問題(野中， 2011)や，全国的に多発して

いるゲリラ豪雨，地震などi当然災害対策(林田ほ

か， 2008;常住ほか， 2009)が主要課題として取

り上げられている

一方，土木分野以外の主要課題として挙げら

れるのが施設の持続的な維持管理方法と，行政

や地元の水利組合， 自治会といった地域の水路

に関わる主体問の関係などである とくに地理学

の分野では，者1)1'11化に伴う土地改良|玄の組.合員数

や受益面積の減少による，水路の維持管理や水利

用の変化について考察したもの(1す+Jj泰， 1989;南

埜， 1995)，水路の上下流関係に着呂して主体I'l-Jj

の調整について論じたものなどがみられる(内i孔

1991) 

地域で多 I~llj守に利用されている水路は，地域に

よって役割や問題点が異なるため，これに伴って

水路の維持管理方法や，維持管理を行う 1:'.11体も

異なっている(早)11，2006;高I.L!， 2010;本間，

2010) また，大規模な農業水利施設については，

農家数の減少と農業従事者の高齢化， 1主iや都道府

県からの補助金の削減に伴つ土地改良 [x~の予算の

減少から，既存の水平IJ組合による施設管現体制

が維持できなくなるケースがj首えている('1:1問，

2002) 

しかし農業水利施設によって取水された水は，

水路を通じて地域全体の生活や文化に密接してお

り，いわゆる地域用水としての重要性が高まって

いる.そのため，農業への使用量が減ったとして

も，紡災や自然環境の維持なとcの機能面でフkその

ものは流しておく必要があり(青山， 2005)，そ

のための施設の維持管理も必要となる.これに

ついて，非農家世帯を取り込んで、水路を維持管

理するシステムの構築(合111奇ほか， 2006;本日1

2011) や，農業用水から地域用水へ用途 I~ (:l/~ を転

換し市町村が積極的に維持管理を行えるように

する施策と管理方法の提案(水谷， 2002)がなさ

れている また，秋山 (2011)は，環境用水とし

ての水利権取得の制度化が，環境政策や地域づく

りといったより幅広い枠組みでの，水路の維持管

理に関わる新たな組織やiljlJ度の編成に結びつく可
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能性に言及している

とはいえ，農業水利施設は地域ご、とに規模も管

理形態も多様で，特に吉くから地域で利用されて

いるものでは，地域の地形や集落の規模に即した

独自の維持管理システムが構築されており，一律

には維持管理の傾向や対策を述べることは出来な

い また，時代ごとに受益地域の土地利用が変化

し用水の機能も変化している

以上を踏まえ，本稿では，土地改良区の管理す

る近代的な大規模農業水利施設と，地域独自の古

くからの伝統的な用水路が現在も併用されている

長野県飯田市松尾地区を対象に，施設の維持管理

の実態と変遷，および、経年的な主要産業と土地利

用の変化を分析することで，当該地区内における

2種類の水路の果たす役割とその変遷を明らかに

することを白的とする

liJr究の手JII買としては， まず，大規模農業水利施

設である竜西一真水路の建設の背景と経緯から，

受益地j或全体における松j宅地区の相対的な特徴を

明らかにする.次に 松尾地区内の独自用水路で

ある井水の庭史と，王要産業と土地利用の変化を

明らかにし水路としての役割の変化と 2つの水

路の関係について考察する

1-2 研究対象地域の概要

長野県飯田市は県南部を並走する仁j二i央アルプス

と南アルプスの狭間にできた伊那盆地の南部に位

置する 天竜)11が南北を貫き，その両岸に広がる

飯田市の面積は約660kn1~こ及ぶ 天竜)11による浸

食と，断層地塊運動による段丘崖の形成によって，

同市は全国でも有数の複雑な段丘地形を有してい

る

飯田市南部に位置する天竜 11J3~ は )11 下りの名所と

して観光地となっているが， この狭窄部分は大雨

時にはj可川の水がはけきらず，逆流してその上流

部で度々洪水被害をもたらした

yijiEEI市は市政の施行された1937(昭和12)年以

来，周辺市，-IHT村の編入合併を繰り返しながら市域

を広げ. 2005年の上村-南信濃村の編入合併を経

て現在に至っており，現在はIEIUfH寸の区j或をもと

にした16の自治i玄が構成されている. 2012年7月

末現在の人口は10万4.290である. (長野県飯田市

教育委員会編. 2006;飯田市総務部地域づくり-

)~=!:務課. 2012) 

本稿で研究対ー象としている松尾地区は，飯田市

のほぼ中央，天竜)11の右岸に位置し東を天竜)11，

北を松)11.有を毛賀沢J11に間まれ，高低差の激し

い河岸段丘地形が特徴的である.江戸時代に北部

の島田村と南部の毛賀村が合併してできた!日松尾

村に相当し 1956(昭和31)年に飯田市と合併した

松尾地区は土地が肥沃で、あったため中世以前か

ら稲作が盛んで，収穫された米は非常に品質の良

いものとして取引されていた.一方で天竜)11の氾

濫も多く，住民は何百年にもわたり洪水に悩まさ

れながら生活を送ってきた(松尾村誌編集委員会

編. 1982) 

E 竜西一貫水路建設の歴史と受益地区の概要

11-1 竜西一貫水路建設の歴史

竜西一貰水路は1937(昭和12)年に竜西農業水

利事業所によって計画された濯政用水路で、ある

(第 l表) 計画そのものは すでに明治i判明に地

域の農業従事者によって構想が立てられており，

これを草案にして 天竜)11右岸(西側)の竜西地

域全域に瀧政府水を供給し農業構造の改善を図

ることを目的とした大規模農業水利施設計画の大

枠がつくられた. 1941 (昭和16)年に山吹，市i五

座光寺.J二郷，松尾，鼎の 6つの村の申請により，

受益面棋を700haとする具体的な用水計画が立案

された. 1943 (昭和18)年になると，この計画に

大島，竜li. )11路の 3~;~Jーが加入する一方，松尾と

鼎の 2~寸が脱退し 総受益面積1.000haの計画に

変更された 松尾と鼎が脱退したのは，事業計画

とそれぞれの地区の要望が合わなかったからであ

る.そして同年，長野県営竜西農業水平IJ事業とし

て長野県によって採択された

工事は県営事業として着工したが. 1944 (昭和

19)年に入って第二次世界大戦の戦況が厳しくな

るとともに資材も労働力も不足するようになり，

-106-



第 l表 竜西農業水平IJ事業の経緯

年次 i 事業の経緯
1937 I竜西農業水平Ij事業所が竜西地域全域の瀧蹴用水計画を立案
1940 I下伊那郡竜西北部の村ーによる農業水利Jtll成同盟会が発足
1941 I県営竜西農業水平IJ事業計画(iJJI!大一松尾)が採択

1942 I下伊那郡竜西耕地整理組合が設立
1943 I大島・竜丘・ )11路の3か村が加入.松尾村と鼎村が脱退
1944 1食滋増産突貫工事に突入.水路建設が一時中断

1949 I国営竜西農業水利事業として着工
1951 I下伊那郡竜西耕地整理組合から長野県竜西土地改良i亙へ組織変更
1952 I大島村にて起工式を挙行(国営事業)
1953 I r:1::J部竜力(株)と取水に関する協定を締結

1955 I頭首工完成.通水式を挙行
1956 I松尾村(一部分)の再加入で8か村となる
1963 11主i営幹線水路18.108kl11が完成.県営事業着工
1966 I県営幹線水路3.458kl11が完成.団体営事業者工
1969 11j]体営幹線水路2.361kl11が完成.全線で通水開始
1982 I土地改良財産，維持管理三事業計画が認可

(長野県竜西土地改良区資料より作成)

国家総動員法に基づく決戦非常措置が取られたこ

とから中断した 終戦後は社会情勢の激変による

食糧増産の緊急性と用水に対する地元の農業従事

者の声が反映され， 1948 (昭和23)年，国営事業

に採択された.そして翌1949(昭和24)年には，

既に建設されていた幹線を引き継ぎ，国営事業が

着工した 1955 (昭和30)年に J=j守1$電力南向発電

所放水賂に頭首工が完成し上流部の通水を開始

した. 1956 (昭和31)年には，松尾村の一部が再

加入し天竜)11右岸の1，026haを濯税し幹線水

路延長は23.927km，最大取水量は5.l4m3/sとす

る計画変更がなされた

しかしながら， 1963 (昭和38)年に国営事業と

しての継続申請が更新されなかったため，頭首工

から松)IIIIIT元大島松)1111音渠を経て飯田市竜j王駄科

i弦道に至る 18.l08kmが建設された後，県営事業

に移行して幹線の建設が継続された.そして1966

( I昭和41)年に，県営事業分としての飯田市)11路

琴jjjl神社)詰までの3.458kmが完成した.その後さ

らに，残りの建設区間が短くなったことから団体

営事業に移行して 飯田市川路大I:y~神の堤までの

2.361kmの幹線が建設された.結果的に竜西一貫

水路の幹線工事は，匡i営，県営， I歪j体営の 3つに

分けて施工され， 1969 (昭和44)年に，頭首工か

ら)11路までの全幹線が完成し 通水が開始された

(第 11~)

建設当初は専ら j長命業に利用することを 1~llj/J とし

た水路であったが，現在で、は生活用， 1坊火):I:J，環

境mなど多様な用途を有する「地j或用水Jとして

も，大きな役割を来たしている

TI-2 受益地域内における松尾地区の特徴

松尾地区は1937(1昭和12)年の竜尚一致水路計

画案提I.:bll寺には受益地域に含まれていたが.その

後の計画内容と地区の要望とが一致しなかったた

め， 1943 (昭和18)年に竜西一貰水路事業計画

からの脱退を表明した松尾村ー誌編集委員会編

(1982) によると，脱退11寺の五liEI:Jは以下の通りで

ある

l 高台(八Ip番目I付近)は竜西一貫水路の恩恵を

受けない.

2 松尾地区は既存の井ニ水により蹴用水は充分

で、ある

3 松)11を水源とする大貯水池を築き，天竜)11の

水と共に下伊那全体の大水利改良事業を構想し

ていたので，竜西一貫水路計画は必要性を感じ

なかった.

しかし第二次世界大戦後には松尾地区でも農業

生産が増え，既存の升二水で、は農業用水量が足りな

い地域が発生するようになった. これにより住民
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から竜西一貫水路事業計酪への再加入を望む芦が

高くなり， 1956 (昭和31)年 7月251ヨ，松尾村・長，

松尾村議会，井水組合代表者の協議によって松尾

村の約20haを受益地域として竜西土地改良区へ

再加入することが決まった.

第 2表に竜西一貫水路の受益地域概況を示し

た松尾地区の受益面積，取水量は他地区とよヒべ

ると小さいことが分かる 加えて松尾地区の特徴

としてあげられるのが賦課金の納め方について

である 松尾地区以外の受益地域では竜西一葉水

路を利用している農家個人が竜西土地改良区へそ

れぞれH武課金を納めているが松尾地区では地i玄

のj玄費から竜西土地改良区へ一括して納められて

いる

これは，竜西一貫水路事業加入当時， 11::1松尾村

の村長が村を代表して竜西土地改良区へ個人で賦

課金を納めていたからである.その後.竜西一:;翼手

水路の*ií~i寺管理費用が増加したことによる賦課金

額の上昇に伴い，村長に代わって村が区費から竜

西土地改良区へ賦課金を納めるようになった.

以上から，松尾地i互における竜西-1支水路は，

従来から松j宅地区内を流れていた井水を補完する

役割を持つものであるといえる.竜~-1芸水路の

賦課金を村が一括して納めているのも，後述のよ

うに竜西一貫水路の水が途中で、地区の升二7](に合流

しているため，受益者11m人単位で、の用水使用量が

画定されず，そのため賦課金の額も決められな

かったためであると考えられる

E 松尾地IRにおける井水

直-1 飯田市の井水の減要

飯田市を流れる河川はすべて天竜川水系に属し

ている.そのうち天竜)11 右岸側の竜~地底には，

北から松J11，毛賀沢川1，茂者1)計(もつけ)) 11.久

米)11などが主な支流として流れている

このように河-J11は多くあるものの，河岸段j王地

形による高低差が激しいため ii引けからの直接的

な取水は限られた場所でしか行うことができな

かった.そこで近世頃から発達したのが，人工的

に河)11にi涯を設けて広j或;こ行き渡るように水路を

通した「弁ニ水Jである 飯田市内における労こ水は，

名称がつけられたものだけでも60本をj担えるとさ

れている

井水の主な])，iJJj[は松)11と毛賀沢)11であるが，特

に松)11とその支流である野底)11に取水CJが集中し

ている(第 2@) 松)1れこ11}{.7](仁!がある井水のう

ち，伊賀j室井と玉の井用水， 1~:1 賀良チ:1こ(忠チ:1ニ)11) ， 

iJ-I下井，新井)11井，荒川井は，天竜川と問機に南

流して活用されており それ以外は取水口の北1l1lJ

の地域で小規模に利用されている

]I-2で示したように松尾地区は竜同一致水路

事業計甑が立てられた当初から，受益地域が比較

的狭い範菌しか設定されていなかった これは，

もともとこれら濯政用の井水が複数流れる地域

だったからである.次節ではこの松尾地区におけ

る井水の分布とその歴史について述べる

第2表 竜西一貫水路の受益地域概況

市IUT村 i也区名
面積 水路延長 水量 組合員 賦llJR金の

(h3) (km) (m
3
/sec) (人) 納め方

松)IIIllT 大島 43. 3 3.5 0.34486 132 偶人

高森IUT
I.LJ 次 66.5 3.0 0.42666 183 他人

市IJ] 153.9 4.0 0.93081 348 n~ ノ\

i怪光寺 101. 9 1.3 0.55878 211 他l人

J二 郷 148. 1 3.2 0.86856 342 他人

飯田市 松尾 23. 7 3.2 O. 11214 131 IR!/i{ 

言電 n: 136.0 3.4 0.93236 166 他人

)11 路 48.6 2. 0.36431 198 nlil人

722.0 23.9 4. 53848 2，014 

(面積および組合員数は平成23年度長野県竜西土地改良区資料による)

(その他は平成 8年長野県竜西土地改良区資料およびlii1き収り調査より作成)
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第 21盟 松)11周辺における升ニ水取水iコの位置

1lI-2 松尾地区における井水の特徴

段JiJ室下から湧出する泉(清水)によって，松

尾地区の低地部における水利条件は良いといえ

る. しかしながら，泉は段丘崖下付近に段られて

おり，段丘簡の方に水を行き渡らせることは難し

かった そのため，住民により井ニ水組合が各地で、

結成され，松)11や毛賀沢)11を主な水源とする井

水の建設が行われた (松尾村誌編集委員会編，

1982) 

松j宅地区を流れる井水は，松)11を水源とする島

問弁，伊賀良井(思井)11) 1) 111下井，新井)11井，

荒川井と，毛賀沢)11を水源とする九十九折井，太

郎・次長1)，:):1ニ，城陸井の 8本がある(第 31:2:J). もっ

とも古い井水は伊賀良井(}さげ:ド)1 J)であり，伝承

によれば，その開設は1185(文治 3)年とされて

いる.第 31:2:1によると. .:)升:1わi

i区玄訂!内プ均ヨ全j域Z或主に]:月芹用:マ干羽F目:J水が行き j渡度るようになつていること

カがfうカか、カがfえる

それぞれの井:水と沢の受益区域を第 41:2:1に示し

た 従来から稲作が盛んであった松尾地区では，

井水が港政府水を含む多目的用水として用いられ

てきた.維持管理については，各井水組合が]:I=J水

に関する独自の jレールや伝統を築いてきた その

ため，加入の手続きや県金は組合それぞれで異

(Ii丹き取り調査より作成)

なっている 水路の破損や劣化による改修工事も

基本的に各組合によって行われるが，工事費用が

多額になり組合で負担できない場合は，市に申請

し周辺の道路整備工事や土木工事と合わせて行わ

れる

以下では松尾地区の 8本の井二水のうち，竜西一

貫水路と受益区域が重複する島田井，九十九折井，

太郎・次郎井についてその特徴を詳述する

1 )島田井

島田井は松)11を水源とし. J二流併jの鼎地区下LLi

から流れる井水である 段丘j主に沿って上溝の方

へ流れ，祝井沢)11に合流している.開設当時は!日

島Illi寸と!日U-I村の 2村で共同利用されており，現

在の受益区域であるよiWt.久 井 ， 水 域 羽 は そ の

11=12村に相当する(第 3表)

島田井は元々取水量が少なかったため，近世に

はたびたび水争いが起こったが(第 4表).近代

以降も 1960年代後半までみられることであった

しかし，竜四一貫水路の完成以降は，島i荒井に水

が補給されるようになり，水不足が改善された

島III井の水利組合の組合員は， 受受蜘益区j域或如i内村に1将耕耕手計芥iト: 

作地を#持持j:つ農農-家で

はj紐u註i立2合員対対-象カか、らは外れる j島詰i出1王丑:=1井井こi関7謂詩設当時は，
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第31:Z1松尾地区の井ニ水縮図

注)松尾地夜内の字名は以下の通りである ①上iflf，②新井①常磐台，①久井，①水J)!X，⑤寺j升 ⑦ 八11I需1I1f，
③代田，①城，⑮i現，⑪毛賀，⑫清水 なお，②・⑤・⑮・⑫を総称して竜水j也ばと呼ばれている

(現地調査および松尾村誌編集委員会編 (1982) より作成)

共同利用していた!日島田村と!日山村が賦課金をそ

れぞれ分担していたが現在は賦課金を徴収して

いない(第3表)

また，組合員の高齢化によって，水路の維持点

検や工事，年に 11]]行われる坂水口の泥だし作業

を組合員のみで行うことが難しくなったため，実

質的な管理は市へ依頼し費用も市が負担してい

る これは，島田井の取水口が，松)11に設建され

ていることから，市が河川管理の一環としてこれ

らの業務を行うことが可能なためである

2)九十九折井

九十九折井は毛賀沢川が水源であり，天竜川と

は逆に北ーとする升二水で、ある.受益区域は久井，八

11I番Ur]¥代133である.その他に同区域の中央を流れ

る祝井沢)11に分水して，城にも用水をもたらして

いる(第 3表)

九十九折井の歴史は第5表の通りである 松j宅

地13:を流れる井二水の中では比較的弱?しい治宝，島田

井とは異なり，自然災害が問題視されていた す

なわち洪水による被害が多く，そのたびに水路の

破損が進み，少ない組合員での維持は難しかった

九十九折井の井水組合は1953(昭和28)年に結

成された役職は会長と副会長，書記，総務，井

守から成り立っている.役員は各地区(字)から

3人選出されており，任期は代田と八幡IllJが3年，

久井は 6年である 井守とは水路から近いところ

に居住する組合員が従事する役職で，常時水路の
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第4-1頚 松尾地区における井水及び沢の受益区域

(松尾村誌編集委員会編(1982)より作成)

第3表 3井水の:;):1ニ水組合の概要

受読区域

組合員

llITtfi~~金

高111井

上前，久井，水域，明

正維な人数は不IYj 全て農家

なし 一部費用は市が負担

九十九折井

久井，八幡町，代田，城

正維な人数は不明. 7 'jljlJが非農家

区費でj塙われている

太郎・次郎会ド

毛賀

正確な人数は不明.大半が非農家

区費で鮪われている

(開き取り調査より作成)
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第 4表島田井の歴史

島田井に関する出来事

島田村と山村の共用井水として開設される

i矧利用のルーノレ(番水)一れる

水に関する紛争が生じたが， f中介入によって解決された

ykに関する論争が訴訟に発展したが，島田村の者の尽力により j持決する

(松尾村誌編集委員会縞 (1982)より作成)

=一，A」

1575頃

1605 

1631 

1658 

1728 

1854 

第 5表 九十九折井の歴史

年 九ト九折井に関する出来事

1678 毛賀村からの許可を経て，八幡町ーの八 11鴇井として開設される

1683 正月大洪水の大改修後，九十九折井と呼称される

1828 大洪水が起こり，応急措置と工事が行われる

1832 入袈Jの負担が滞半分， 3苔Ij村， 2害Ij;):j:{lj111JJに緩和される

1868 松尾城祉の掘抜工事が竣工する

(松尾村誌編集委員会制(1982)より作成)

重要な部分の管理を行う 管理部分の重要度に応

じて特別手当が支給されている 組合全体では，

毎月地区(字)版で、全水路の巡視と取水仁!の点検

を行っている.地震や大雨等自然、災害が起きた際

は全域を巡視し状況確認を行うよう局知されて

いる

写真上 2は九十九折井の取水口の様子で、ある

毛賀沢)11に隣接した水槽には取水された水が一時

的に貯められるようになっている 組合員はここ

を始点に全水路の巡視を行う

賦課金は地匿の I~費で賄われているため，必然、

写真 l 毛賀沢)11と九ト九折井取水j二i

(20121'i三5月五III谷撮影)

的に非農家も組合員となっており，その割合は 7

割を占める j玄資は地区ごとに異なる

3)太郎・次郎井

太郎井および次郎井は元来，別々の井水であっ

た 太郎升この建設後，この井水だけで、は用水が不

足する地域へ水を送る目的で次郎井が新たに建設

されたが，地元でも太郎井と次郎弁はひとつの井

7J'(として認i哉されている

太郎-次郎井は同じ取水!こjから水を51いており，

途中で、分水して 2本の井水となる 写真3で示し

写真2 九十九折井取水口の水門と水槽

(2012年 5月細谷機影)
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写真3 太次郎井隆道

(2012年5月細谷撮影)

たように，取水口から近い路道部分には「太次郎

井隆道Jと名前が記されている

受益区域は松尾地区南部の毛賀であり，最終的

に水源の毛賀沢)11へ戻っている.太郎井は取水口

から毛賀沢)11とほぼ平行して流れているのに対し

て，次郎井は北で接する代mまで迂mJして毛賀全

体に水が行きか支るようになっている

太郎井の創立年代は:j:lJf持しないものの， r~:J-[止に

迎jるといわれている.一方，次郎井は1669(寛文

9)年に完成したが，太郎井を利用していたj日毛

賀村南部の人々は太郎井の取水量が減ることを危

i其し，当初建設に反対した.その後，北部の人々

との話し合いの結果，次郎井の建設が決定したの

は竣工の一年前であった

太郎・次郎井の井水組合は，毛賀区長によって

取り仕切られており 賦課金に関しても区費から

捻出されている(第 3表)-そのため九十九折井

と向機，非農家も升ニ水の組合員である 近年は宅

地が増加し農家が減少しているため，組合員は

非農家が大半を占める

N 松尾地区の主要産業と土地利用の変化

本主主では，松尾地区における主要産業の変遷と

それに伴う土地利用の変化について， 4 ~拐に分け

て述べていく

松尾地区における主要な土地利用変化の契機

は， 1961 (昭和36)年と1983(昭和58)年に発生

した水害と， 2003年以降に下伊那地域でブランド

イヒされた干し柿生産の開始の 2点といえる

1961 (昭和36)年の水害で、は松尾地区北東部，

松)11と天竜)11の合流地点が破堤し天竜川沿いの

竜水地区(第 3l:gj)とfI乎ばれるー帝がほとんど浸

水した この災害をきっかけに天竜JrI沿いの土地

の多くが耕地から企業月ヲ地へ転用された.その後，

1983 (昭和58)年の水害で、は天竜jけからの氾濫だ

けでなく，内水氾濫による浸水被害も発生し水

路に内水排除機能が求められるようになった

また，昭和後期から行われていた市出柿(干し

才市)のブランド化が平成に入ってから本格化し

多くのi王111llが柿1111と干し柿を吊るすためのピ、ニー

ルハウスへと変化していった.

以上を踏まえ，以下では各期における産業と土

地利用の変化についてそれぞれ詳しく述べる

N-1 稲作全盛期(昭和10~20年代)

昭和10から20年代にかけては主に稲作を中心に

した農業が中心に行われていた 当時は米の収穫

量の増加が全村的に進められており，用水の使用

量も増えた.このため用水の末端に位置する田に

水が供給されなくなり， しばしば水争いが起こっ

た.

松尾地区は， 1937 (昭和12)年から計画されて

いた竜西一真水路事業計画に一度は加入するもの

の，地区内のほとんどの農業用水は井水で十分賄

われていたため脱退した. しかし 1941(昭和

16)年に県営竜西農業水利事業が採択され再び加

入した.これは当時，松尾地区北部の島133井の受

益区域で、特に水不足が深刻化したためとされてい

る

第 51Z:1では松尾地i豆内の南に位置する毛賀の

1942 (昭和17)年当時の土地利用を示したが，田

の面積がもっとも広いことが分かる 次いで桑畑

が卓越している

一方，松j宅地!玄北部の松)11に鱗接した地域では

昭和20年代後半に皮なめし業や食品加工業などの

工場が建ち始めた.これらは現在も稼働している
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畑

接したよBlで桑を栽培し副業として養蚕を行って

いた この蚕を飼育する際に使用する木枠の洗浮ー

のために. 自宅前の水路から水をヲiいて庭先に池

を作る家が増力!]した

また昭和30年代には養鯉業も盛んになった 中

小規模の養鰻業社による生繁の建設だけでなく，

自宅の庭先に池を作ってそこで鯉を飼うように

なった. このffi庄は設と正月に縁起物として食べる

ために飼育されており，養蚕業と i可じく自宅前の

水路から池に水を引いていた.

養蚕業，養鯉業いずれも昭和40年代後半には衰

退した.そのうち養鯉業は，当時コイヘルペスの

発生をきっかけに鯉の移動制限がかかるなど規制

が強化され，同 11寺に食用への不安感から消費誌が

減り急速に衰退していった.養f[~H業:に使用されて

いた生繁はしばらくの期間そのままにされていた

が，子どもの転落事故が柏次いだことにより，現

在ではほとんどが埋められている.現在，残って

第5@ 1942 (昭和17)年における毛賀の土地利用 いる他人宅の庭先の池でも鰹が飼われている場合

(松尾村ー誌編集委員会編 (1982) より作成) が多く， これは当時，鯉を食JfJとしていた名残で

ある

1961 (11自和36) 年 6 月に 136~~害J と 11乎ばれる

大水害が発生した.この水害で、は松尾地 [x~北東部

の松JIIと天竜)11合流点の堤i坊が決壊し洪水が発生

した.この部分は過去にも何度か破堤しており，

被害常習地に出を持つ有志たちが破堤時の土議積

みや排水を行っていた. しかし 1961(昭和36)

年の水害で、は過去最大の面積が浸水し自に土砂

が被ったため，再びi王!として利用することをあき

らめた農家が相次いだ.竜水地霞は， 1枚の面積

が非常に大きなi壬iが多かったため，その区画のま

ま工場用地として企業に貸し出す農家が増加し

lV-2 養蚕再興期(昭和30"---40年代)

松尾地区では明治時代から養蚕業が営まれてい

たが，昭和20年代後半になって再び発展した.第

6表の1960(昭和35)年の経営耕地面積において

示されている「その他Jはほとんどが桑焔であっ

た

すなわち，この時期に松尾地区南部に紡績工場

が複数できたことがきっかけとなり，松尾地区北

西部の八幡町を中心に桑1-1T1が拡大した.八i陪IIfj"は

もともと荷庖を営む世帯が多く， 自宅の庭先や隣

第6表松尾地区におけるj実業の変遷

j災家i戸あたりの 耕作放棄地材い、た出垣内本数山 販売
総面積 経営耕地節税 (3) (h3) 農家数

1960 360 49 61 634 563 

1970 290 171 28 11 70 O 51 570 486 

1980 222 123 47 11 41 O 42 523 401 

1990 174 102 40 16 16 O 40 460 290 170 

2000 97 52 24 11 4 53 8 346 142 204 97 

2010 67 37 19 8 55 17 326 117 209 106 

(世界農林業センサスより作成)
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た これによって 精密機械をはじめとした機械

工場のほか2 食品加工工場が進出した

N-3 宅地化・工業化進行期(昭和50，......60

年代)

昭和50年代は養蚕業の衰退により桑畑から1mへ

土地利用が変化しまた稲作へ戻る農家も増加し

た

桑よ!日であった土地は市の施策により抜根が積極

的に行われ，その後に市の推奨作物を作付けでき

るよう 1mへ転用された.また，竜水地区の南部の

地域ではコンクリート製造や大型のパイプ製造な

どの工場が立地した. さらに区画の広さを活かし

て，運送業の倉庫が建てられ，物流の拠点として

も利用されるようになった.

これに伴い，就労機会が増えたことによる松尾

地区への転入者も増加し EBや畑から宅地へと転

用される土地も増加した.第 6表で示されるよう

に. 1980 (lli'3tIJ55)年以降，経営耕地面積が減少

しているのは，宅地転用が進んだためである.間

11寺に販売農家数も減少し最低限の農地を手元に

残した自給的農家へ転向したことがうかがえる

竜水地i玄に隣接したi狗では. 10世;出:以下の小規

模なアパートが増加した.第 51~および第 61玄iで

示した毛賀においても 宅地化が進んでいること

が読み取れる

1983 (昭和58)年 9月には 158災害jと呼ばれ

る大水害が発生した 36災害よりは浸水規模は小

さかったものの，天竜)11と毛賀沢川の合流点であ

る竜水地匿の南部の地域が浸水した 58災害の特

徴は，天竜jけからの洪水で、はなく内水氾濫が発生

したことである 集中豪雨により排水しきれなく

なった水路があふれ )11路駅付近を中心に道路や

宅地. ):111が冠水し被害が拡大した.このときの)11

路駅前の浸水水位は36災害の水位を上回ったとさ

れる

N-4 果樹園形成期(平成元年以降)

昭和後期から飯町市において市EB+iIJのブランド

化が本格化し松尾地医でも柿:1111が増加し始めた

柿知lに隣接して柿を干すためのピ、ニールハウスが

建てられる場合が多いため 区画の大きい由が柿

よfHへ多く転用された.稲作を行っていた農家が高

齢化し田の維持管理ができなくなってきたこと

な稲作から市出柿の生産へシフトした理由の一

つである

また， さまざまな理由により管理しきれなく

なった農地が耕作放棄地となっているものも多い

(第6表)

毛賀においては引き続き宅地化が進行してい

る 第 6 図と添付I~ 1松尾地i玄における用水重複

地区の土地利用図J2) を見比べると，河岸段丘

の上位面で、宅地化が進行していることが分かる

居住者は. 20代から40代の夫婦が多く，新築の戸

建住宅が増加している.これは，土地が河岸段丘

の上部に位置しているため水害の被害を受けにく

いことや.133):mや森林が多く自然環境が良いこと，

+ 
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中学校と小学校からの距離がどちらも近いことな 一方，工業用地も住宅地と同じく水路への排水

ど，子どもを育てる環境の良さが理由として考え 許可と排水するための賦諜金が設定されている

られる 特徴的な事例は，工業用地として市から用途指定

されている竜水地i玄で、ある.竜水地誌では，竜水

開発組合が排水管理を行っており， 1 lX.:itluの面積

が大きいことや，工業j発水が発生することから，

工場を所有している企業への賦諜金と，土地を所

有している地主への賦課金が別に設定されてい

V 土地利用変化による水路の機能変化

前章で、述べた松尾地区の主要な土地利用変化と

して挙げられるのが 田や焔などの農地から住宅

地，工業用地への転用である

本章では，水路の機能変化をその土地利用や土

地被覆の変化から考察する

V-1 住宅地・工業用地の増加と水路の機能

変化

松尾地区では農業から工業へと主要産業が変化

していくと向H寺に就労機会も増加し飯田市内だ

けでなく，市外からの転入者も増えた.このため，

工業用地に指定されている竜水地返に隣接する明

やj青オえでは昭和50年以降 10世帯}j， -Iごの IJサ~~1葉ア

パートを中心に集合住宅が増加した

第 6図と添付IZlr松尾地区における用水重複地

区の土地利用図Jから，毛賀においても宅地化と

工業用地化が進んだことがわかる

特に， Hjj和60年代後半からは， 10世帯から20世

帯ほどの規模のアパートが 毛賀や久井などの段

丘の上位臨の地域で、見られるようになり，これに

加えて毛賀では新規戸建住宅も増加している.こ

れらは田として使われていた土地を宅地造成して

建設されたものがほとんどで 市による土地利用

用途指定もないため 田の中にまばらに戸建住宅

が建っている

松尾地区ではj菱地を住宅地として転用するi容に

は，井二水組合と区長の許可を得てから着工が認め

られる仕抱2みになっている. ここでの計二可とは，

宅地から雨水や生活排水を水路へ排出するための

排水許可である 戸建住宅の場合は世帯:主が許可

申請を行い賦課金も納めるが，アパートの場合は

その貸主がアパート建設の際に許可申請を行い，

3年分の日武課金を納めることになっている.ただ

し 4(，:1三百.k)J年は徴収されない

る

竜水開発組合は， もともと竜水地区にJ3=l)JlIを持

つj農家で結成された組合で 洪水の頻発する竜水

地区の自主防災が本来の組織結成の目的であっ

た しかし 36災害で、竜水地区のほとんどが浸水

し，再び作付けを行うことをあきらめた炭.家が多

かったため，?を水地i玄は工業専用地として市から

用途指定を受け土地が企業へ貸し出されることに

なった. もともと由へ水を引くために利用されて

いた水路だが，工業月3地化してからは排水設が増

えたため，排水路としてのi阪や深さの拡張工事が

一部で行われた

また，竜水地区に従来流れている水路のほかに，

地下に大きな排水管も設置されている.この排水

管は， 1次排水管と 2次排水管の 2本が設問:され

ており，地上の水路から最終的にはこの地下管へ

と流れ，天竜川に排水されている

以上のように，松j宅地区では，農業用地が宅地

化・工業用地化したことによって，農業用水を供

給する役割を持っていた水路が，宅地や工業用地

からの雨水や生活排水などを流す排水路として利

用されるようになった そのような役割の変化に

伴い，従来の用水路は排水路として改修工事が行

われ，その重要性が高まっている

V-2 土地被覆の変化と洪水のリスク

58災害で、顕著だったのは内水氾濫による浸水で、

あった.この水害をきっかけに，松尾地区の地下

に大型排水管(庄力管)をはじめとした，水路の

排水機能強化の工事が行われた

急激な宅地化や工業用地化により， EEIであった

土地に建物が建設されたことで、土地被覆は浸透性
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の高い土から，浸透性の低いコンクリートやアス

フアルトへと変わった 特に，竜水地区の南に位

窪する土地は空き地だ、った部分の工業用地整備が

進められ，局辺道路のアスフアルトの張り替えや

コンクリートによる錦装などの整備が行われた

これにより，降雨時の水の地下浸透が減少したこ

とが，松尾地区における内水氾援の最大の要因で、

あったと考えられる.これに加えて，近年の短時

間での集中J豪雨や巨大台風による，従来の想定を

超えた降雨量によって内水氾濫の危険性は増して

いる

1989年以降は内水氾政への住民の危機意識も高

まか松尾地区における市政懇談会のテーマが「内

水排除jに設定されるなど 積極的に市と住弐の

意見交換も行われている.この懇談会では，地下

への雨水排水用の}王力管設置計留とともに，既存

の水路の排水機能の重要性について地域住民との

意識共有が行われている

現在，松尾地区では地下に約10本の大型地下排

水管が設寵されているが，排水量は既に限界に近

いため，今後もさらに本数を増やすことが計画さ

れている

U おわりに

本稿では，長野県飯田市松尾地区における近代

的な大規模農業水平IJ施設と地域独自の伝統的な井

水の役割と関係を，経年的な土地利用変化や井水

と炭-業を中心とした産業の変化と関連付けながら

考察した

その結果，松j宅地区においては，竜西[一貫水路

は地区を流れる井水を補完する役割を持っている

ことが明らかになった

また，lV章で述べたように，稲作全盛期から養

蚕再興1m，宅地化・工業化進行期，果樹!君形成1t)j

に至る産業と土地利用の変化に合わせて， :):1二水の

用途も変わってきたことが明らかになった.すな

わち，従来の農地へ瀧概用水を供給する用水路と

しての役割以上に，近年は大雨時の浸水を防ぐた

めの排水路としての役割がより重要視されるよう

になった.

一方で、利水面で、の用途も変化しており，現在で

はほとんとマの井二水が 農業用に加えて防火用や宅

地内の池や庭への撒き水など多目的に利用されて

いる.農業用として専ら利用されていた時代と比

べると， 日常的な利用量は減っているが，水が流

れていることが受益区域の住環境に良い影響を与

えている

原則として，農業水手IJ施設から取水された水

は，農業用としての利用に制限されるため他用途

には利用できない これは，毘や県から許可され

た水利権の種類と，賦課金を諜す対象者の範1211が

関わってくるためである したがって一般的に

は，大規模農業水利施設から配水される水と，地

域独自の既存の水路とは別々に管理されるもので

ある. しかしながら，松尾地区では，竜西一貫水

路の建設計部の段階から井水への補給が決まって

いたため，上記した水利権や賦課金の区~iJの問題

が起きず雨水路の一元的な維持管理が現在まで継

続されており，用水も多目的に利用されている

この歴史的な背景による維持管理体制に加え，

近年で、は飯田市が升ニ水組合や自治区と連携をIzlり

ながら水路の管理に参画している.市が内水排除

対策について井水組合関係者に意見を求める機会

が設けられていたり，組合の予算が足りず施工の

難しい修復工事に対して市が予算・施工補助を

行ったり，大雨による井ニ水の増水時の緊急対応作

業を市の]隊員が行うなど，行政と井水組合の協力

体flJIJがまさっており， :):1二水組合の高齢化や後継者不

足をネmっている このような松尾地区にみられる

行政と井水組合の連携体制は 他地域の行政と水

利組合の関係構築にとって，ひとつの好例である

ともいえる
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本研究の現地調査に際しては，飯日3ili役所，松尾地区自治振興センター，九十九折井井水組合を水開

発組合，および松尾地区の住民の皆様に多大なるご協力を賜りました. また.添付の土地利用問の作成は

筑波大学の宮坂和人技術専門職員におJgJ'[いしました 末筆ながら.以上を記して厚く御礼申し上げます

[注]

1 )伊賀良井は.現在は思井)11 と呼ばれ，途中で山下井と合流している.このため受益区域は，伊賀 l~~:j:

とiJハマ~:j:をまとめて 1 つの区域として管理されている

2) 竜iLq-貰水路と ~I:水の受益区域が重複している地域を用水重複地区として.土地利用の現況調査の対

象地j或とした
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